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いたずらしようと思って
少年ら（14～19歳）は、フリーマーケットアプリに出

品されていたコンピュータウイルスの入手マニュアル
を購入し、同ウイルスをいたずら目的で取得した。

コンピュータウイルスは誰かに感染させる目的で

持っているだけで犯罪になります。安易な気持ち

で取得してはいけません。

刑法：不正指令電磁的記録取得
（２年以下の懲役又は30万円以下の罰金）

子供が誘うのも犯罪です
男子高校生（15歳）は、出会い系サイトに「高校生です。

Ｈなことしてくれる女友達募集中です。」などと書き込み

をした。

出会い系サイトに人を児童との性交等の相手

方となるよう誘う書き込みをすることは、子供で

あっても違法です。

出会い系サイト規制法違反
（100万円以下の罰金）

ネットの中傷で逮捕
少年（18歳）は、１年以上にわたりＳＮＳに男子高校

生（18歳）を中傷する書き込みをし、これに悩んだ男

子高校生が自殺し、少年は逮捕された。

たかがネットの書き込みと思っても、中傷される

側の被害者にとっては、自ら命を絶ってしまうよ

うな重大な事態に陥ることになります。

刑法：名誉毀損
（３年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金）

軽い気持ちでやっていた
男子高校生（16歳）は、国際的ハッカー集団に憧れてＳＮＳ

サイト等を模したフィッシングサイトをインターネット上に公

開し、当該サイトを閲覧した者のＩＤやパスワードを不正に

取得し、逮捕された。

他人のＩＤやパスワードを不正に取得する目的で

フィッシングサイトを公開することは違法です。

不正アクセス禁止法違反
（1年以下の懲役又は50万円以下の罰金）

携帯型のゲーム機や音楽プレーヤーの中には、

無線LAN（Wi-Fi）でインターネットに接続可能なも

のがあります。駅やコンビニエンスストアなど無線

LAN（Wi-Fi）が設置されている場所では、ゲーム

機等もインターネットにつながります。

このような機器にもフィルタリングを設定し、保護

者がきちんと管理しましょう。

愛媛県警察本部少年課では、インターネットの利用をきっかけとした少

年非行や犯罪被害、トラブルなどを防止するため、県内や他県で実際に

発生した事件や事例をもとに、再現ドラマ形式の『情報モラル映像教

材』を制作しました！！

※教材は「初級編（小・中学生向け）」「中級編（中・高校生向け）」各４事例の全８種類があります。

【初級編（小・中学生向け）】

① 動画投稿をきっかけとした個人情報流出

② ネット上での悪口被害

③ 不正アクセスによるゲームの乗っ取り

④ 児童ポルノ（自画撮り）被害

【中級編（中・高校生向け）】

① 不適切な動画投稿（バイトテロ）

② ネット上での誹謗中傷

③ 不正アクセスによるゲームの乗っ取り

▼映像教材は愛媛県警ホームページ又はYou Tubeの「愛媛県警察公式チャンネル」から見ることができます▼

愛媛県警ホームページ https://www.police.pref.ehime.jp

愛媛県警

SNSなどで知り合った相手に、だまされたり脅されたりして、自分の

裸や下着姿の写真を撮ってメールなどで送信させられる『自画撮り被

害』に遭う児童が全国的に増加しています。

愛媛県では、このような自画撮り被害を防止するため、愛媛県青少

年保護条例を改正し、平成31年４月１日からは自画撮りを要求する行

為自体が禁止され、更にだますなど不当な方法によって要求した場合

は罰則もあります！！


